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神戸市消費生活センター（平日は078-371-1221でも繋がります）
平日：9時～17時（来訪相談は16時半まで）土日祝：10時～16時（電話相談のみ）

メール相談
はこちらへ

悪質商法や、契約に関する
トラブルのご相談は

へ消費者ホットライン 188
いやや

●タブレット端末や光回線などを勧められても、不要な場合は
断りましょう。
●操作方法が分からないときは、店員に確認しましょう。
　事前にスマホ教室などを利用して、操作方法を確認しておくのも
おすすめです。

理解してから
契約！


